
「商標・意匠の国際出願制度の利点と実務アドバイス」
　

【プログラム】

　

　WIPO日本事務所では日本のユーザーの皆様のために、商標の国際登録制度（マドリッド制度）、意匠の国際登録制度

（ハーグ制度）につきまして、メリットや留意点、実際にご利用される際の実務アドバイス等について分かりやすく

説明いたします。また、合わせて関連する出願ソフトウェアやデータベース等についてもご説明いたします。

　さらに、制度を利用しているユーザーの方々からも各制度の活用方法等についてご講演いただきます。

令和元年９月３日（火）１３時３０分～１６時００分

【開催概要】

大阪工業大学梅田キャンパスOIT梅田タワー　セミナー室203・204

　

１００名（定員になり次第締め切らせていただきます）

開催日

開催場所

募集人数　

参加費　

申込先

　

一般社団法人　大阪発明協会　（http://www.jiiiosaka.jp/)

電話　０６－６４７９－１９２６　ＦＡＸ　０６－６４７９－３９３０

◇商標の部：

13:30 – 14:15 「商標のマドリッド制度の利点と実務アドバイス」

　　　　　　　　目黒　潤　氏（WIPO日本事務所　コンサルタント）

14:15 – 14:35 「マドプロ制度の活用について」

　　　　　　　　田尾　泰宏　氏

　　　　　　　　（パナソニックＩＰマネジメント株式会社　商標・意匠部　商標課　課長）　

14:35 – 14:45　質疑応答

◇意匠の部：

15:00 – 15:30 「意匠のハーグ制度の利点と実務アドバイス」

　　　　　　　　ヴァンワウ　雅美　氏（WIPO日本事務所　コンサルタント）

15:30 – 15:50 「ハーグ制度の活用、留意点及び今後の期待」

　　　　　　　　中西　輝　氏

　　　　　　　　（特許業務法人深見特許事務所　意匠部部長／機械第２部副部長　弁理士）　

15:50 – 16:00　質疑応答

一般社団法人大阪発明協会・ＷＩＰＯ日本事務所共催オープンセミナー【無料】

無　 料（完全事前予約制）　
　　

※時間は多少前後する可能性がございますので、予めご了承ください。

※ 7月12日及び8月21日に開催の弁理士会のセミナーの内容と一部重複します。

国際出願制度セミナー



◆アクセス◆

   
 所在地：大阪市北区茶屋町1番45号

・JR「大阪」駅から徒歩5分
・阪急「梅田」駅から徒歩3分
・阪神「梅田」駅から徒歩7分
・御堂筋線「梅田」駅から徒歩5分
・谷町線「東梅田」駅から徒歩5分 

WIPO国際出願制度セミナー参加申込書
受講希望の講座に○印を入れて下さい

意匠のハーグ制度の利点と実務アドバイス

開催日 セミナー名 参加定員

申込日　　　　年　　月　　日

受講者名 所属部署名 実務経験
年　数

E-mail

会社名
または
氏　名

部 署 名
および

連絡担当者

住所 〒 TEL

FAX

※お申し込み者様宛に、説明会、講座・セミナーほかの情報をご案内させていただく場合があります。なお、案内などを希望
　されない場合は、当協会へお申し付けください。

※許可なくして講義内容の録音、録画等をおこなう事を固く禁じます。

１００名

大阪発明協会行 

 FAX 06-6479-3930

2019年9月3日

商標のマドリッド制度の利点と実務アドバイス

１００名

マドプロ制度の活用について

ハーグ制度の活用、留意点及び今後の期待


